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平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 

 

株式会社商工組合中央金庫（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根正裕 以下商

工中金）は、お客さまの利便性向上のため、法人・個人事業主向けポータルサイト「商

工中金 Bizリンク」のサービスを拡張します。 

下記期間に予定しているメンテナンス作業終了後、「商工中金 Biz リンク」から、法

人・個人事業主向けインターネットバンキング「商工中金ビジネス Web」への画面遷移

が可能となります。 

 

メンテンナンス期間(予定)：2026年 3 月 6日（金）20:00～24:00 

※メンテナンス期間中は「商工中金 Bizリンク」のご利用ができなくなりますのでご注意ください。 

 

「商工中金ビジネス Web」を新規にご利用いただく場合は、別途お申込みが必要です。

詳しいお申込み方法は、お取引店までお問い合わせください。サービスの詳細情報は商

工中金ビジネス Webのページをご覧ください。 

今回のサービス拡張等に伴い、「商工中金 Biz リンク」の利用規定が変更になります。

新しい利用規定はメンテナンス作業終了後に適用となります。なお、「商工中金 Bizリン

ク」と「商工中金ビジネス Web」間でのシングルサインオン（SSO）はご利用いただけま

せん。サービスごとにログインが必要となりますので、あらかじめご了承ください。 

 

【商工中金 Bizリンクから商工中金ビジネス Webの利用イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人・個人事業主向けポータルサイト 

「商工中金 Biz リンク」のサービス拡張について 

https://www.shokochukin.co.jp/atm/
https://www.shokochukin.co.jp/corporation/service/use/convenience/
https://www.shokochukin.co.jp/corporation/service/use/convenience/


商工中金 Biz リンク利用規定 

（2026 年 3 月 6 日改訂） 
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商工中金 Biz リンク利用規定（以下「本規定」といいます。）は、株式会社商工組合中央金

庫（以下「当金庫」といいます。）が提供する第１条所定のサービスをお客さまが利用す

る際に、お客さまと当金庫の間で適用される事項を定めたものです。 

 

第１条（本サービスの内容） 

（１）商工中金 Biz リンク（以下「本サービス」といいます。）とは、当金庫が本サービス

の利用を認めたお客さま（以下「契約者」といいます。）が、パーソナルコンピュータ、

スマートフォン等（以下「端末」といいます。）を通じて、インターネット等により本規

定所定の取引、サービス提供の依頼を行い、当金庫がこれに対応する取引とサービスの提

供を行うことをいいます。 

（２）本サービスで提供される基本機能は、本サービスにかかる商品・サービス申込みの

ほか、以下のとおりです。なお、当金庫は本サービスの内容および機能を追加・変更する

ことがあります。 

①取引情報照会・電子交付サービス 

②書類提出 

③各種お手続 

④電子契約 

⑤Zaimon（税務申告データによる決算書受付） 

⑥法律・税務・労務のご相談 

⑦セミナー申込 

⑧ESG 診断 

⑨DX・IT サーベイ 

⑩財務診断 

⑪お役立ち情報 

⑫ビジネスマッチング 

⑬商工中金ビジネス Web 

（３）本サービスの利用にあたっては、本サービス利用手数料および消費税・地方消費税

相当額（お客さまが非居住者であるか、また本サービスの提供が消費税の免除され得るも

のであるかを問いません。税制が改正された場合には当該改正後の税率等に従います。）

をいただく場合があります。この場合の手数料金額は、当金庫所定のものとし、ウェブサ

イト上で随時確認するものとします。なお、商工中金ビジネス Web の基本手数料および各

利用手数料の引落口座の指定方法については、商工中金ビジネス Web の利用規定によるも

のとします。 

（４）当金庫は本サービスの利用手数料を契約者に事前に通知することなく新設または改

定する場合があります。この場合、第１９条の定めに従います。なお、商工中金ビジネス
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Web の基本手数料および各利用手数料の引落口座の指定方法については、商工中金ビジネ

ス Web の利用規定によるものとします。 

 

第２条（本サービスの利用申込み） 

（１）本サービスの利用申込みは、本規定の内容を承諾し、当金庫所定の必要書類や事項

を充足の上で「商工中金Bizリンク新規利用登録・マスターユーザ変更申込書」（以下「申

込書」といいます。）に必要事項を記載して当金庫に提出する等、当金庫所定の方法によ

り行うものとします。また、本サービスの各機能利用にあたって、別途当金庫所定の申込

が必要となる場合があります。 

（２）お客さまは、本サービスの契約に際してお客さまを代表する責任者（以下「マスタ

ーユーザ」といいます。）１名を当金庫所定の手続により届け出るものとします。 

（３）お客さまは、当金庫国内本支店に所在するご本人名義の普通預金口座または当座預

金口座（いずれも円預金に限ります。）の一つを、本サービスによる取引に主に使用する

口座（以下「商工中金Bizリンク代表口座」といいます。）として申込書において届け出る

ものとします。お客さまが商工中金Bizリンク代表口座として届け出た口座の印鑑を、今後

発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用しま

す。ただし、非居住者であるお客さまについては別途当金庫所定の確認方法によるものと

します。なお、商工中金ビジネスWebの引落口座の指定方法については、商工中金ビジネ

スWebの利用規定によるものとします。 

（４）本サービスの利用申込みにあたり届け出るメールアドレスは、お客さまの代表者ま

たはお客さまが本サービスを利用する者として書面その他当金庫所定の手続により指定し

たお客さまの役職員（ただし、お客さまが個人の場合にはお客さま本人に限ります。）

（これらの者を個別にまたは総称して以下「サービス利用者」といいます。）のみが使用

することのできるメールアドレスを届け出るものとします。お客さまが法人の場合におい

て届け出るメールアドレスは、お客さまのドメインネームを用いたものであること（ただ

し、お客さまが独自のドメインネームを有しない等やむを得ない事情がある場合はこの限

りではありません。）その他の当金庫所定の要件を充足するものでなければならないもの

とします。 

（５）当金庫は、本サービスの利用を希望するお客さまが、当金庫所定の方法によりメー

ルアドレスを登録した場合、当該メールアドレス宛に電子メールにて利用登録申込用の

URL等を送信します。ただし、非居住者であるお客さまについては別途定める方法による

ものとします。 

（６）前項の電子メールを受信したお客さまは、当該電子メールに記載された利用登録申

込用のURLより本サービスにかかる所定の登録事項を入力し、新しいパスワードを設定す

ることにより、本サービスの利用を開始することができます。設定するパスワードは生年

月日、電話番号、同一数字等他人から推測されやすい文字列の指定は避けるものとしま
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す。 

（７）当金庫は、本サービスの利用を希望するお客さまの取引実績、業務内容等を総合的

に判断の上、本サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。 

（８）提出された申込書に不備があった場合には、当金庫は、改めて申込書の提出をお願

いする場合があります。この場合、当初提出された申込書については当金庫の判断により

廃棄、データ削除その他の処理を行うことがあります。 

（９）本サービスの利用申込みをする以前に別途既に本サービスにかかる契約を締結した

ことがあるお客さまにおいて、第１３条第４項に基づく解約、その他不正の目的にて本サ

ービス利用の事実が認められる場合、またはお客さまが第１５条第１項第１号から第５号

までもしくは第１５条第２項第１号から第５号までのいずれかに該当する場合には、当金

庫は本サービスの利用申込みを承諾しない（または承諾を撤回する）ことができるものと

します。 

 

第３条（マスターユーザと一般ユーザ） 

（１）マスターユーザは、本サービスの利用に関するマスターユーザの権限を一定の範囲

で代行する、または本サービスの利用に必要な操作権限等を保有するサービス利用者（以

下「一般ユーザ」といいます。）を当金庫所定の手続により登録できるものとします。マ

スターユーザは第１条第２項記載の取引およびサービスにかかる権限の設定等、一般ユー

ザの管理を行うものとします。なお、一般ユーザには、その権限に応じて契約者に関する

情報が開示されることがあります。 

（２）一般ユーザの登録数は、当金庫所定の数を超えることはできません。 

（３）当金庫は、当金庫に対し届出のあったメールアドレスに対して電子メールを送信す

る方法により、一般ユーザ用のユーザIDをお知らせします。 

（４）当金庫が契約者に対して本サービスにかかる通知を行う場合、当金庫に対し届出の

あった住所、電話番号もしくはメールアドレスに対して、または本サービスにより提供さ

れるウェブサイト上のお知らせ欄への記載により行うこととし、当該通知がなされた場

合、マスターユーザおよび一般ユーザ全員に対しても通知がなされたものとみなします。 

（５）マスターユーザの変更またはマスターユーザにかかる登録内容の変更については、

速やかに当金庫所定の手続により届け出るものとします。当金庫は当金庫内での変更登録

処理が完了するまでの間、マスターユーザまたはマスターユーザにかかる登録内容に変更

がないとみなすことができるものとし、万一これによって契約者およびサービス利用者に

損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰することができる事由がある場合を除き当金庫

は一切の責任を負いません。また、マスターユーザを変更する前に登録された一般ユーザ

については、マスターユーザの変更後も当然には削除されません。一般ユーザの変更が必

要な場合には当金庫所定の方法により登録を変更するものとします。 

（６）一般ユーザの変更または一般ユーザにかかる登録内容の変更については、当金庫所
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定の方法により行うものとします。当金庫は変更登録処理が完了するまでの間、登録内容

に変更がないとみなすことができるものとし、万一これによって契約者およびサービス利

用者に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰することができる事由がある場合を除き

当金庫は一切の責任を負いません。 

 

第４条（個人情報） 

（１）当金庫は、契約者が本サービスにおいて届け出た個人情報（契約者が法人の場合に

は、サービス利用者の氏名・所属部署・役職・連絡先電話番号・メールアドレス等、特定

の個人を識別することができる情報、契約者が個人の場合には、サービス利用者の氏名・

生年月日・住所・連絡先電話番号・メールアドレス等、特定の個人を識別することができ

る情報をいいます。）を以下の目的のために利用できるものとします。 

①本サービスの利用申込みおよび契約者の管理のため 

②当金庫内におけるデータ分析や契約者またはサービス利用者向けアンケート実施のため 

③ウェブサイト上のお知らせ、電子メール送信、ダイレクトメールの発送、電話によるご

案内等、当金庫または当金庫グループ会社、提携会社の金融商品やサービスに関する手続

状況や情報の通知およびご提案のため 

④当金庫グループ会社が運営するウェブサイトへのシングルサインオンサービス提供のた

め 

⑤契約者との契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため 

⑥第５条に定めるとおり、本サービス以外の当金庫金融商品またはサービスの利用申込み

および利用を円滑にするため 

⑦その他、前各号のために第三者提供することを含め、本サービスの利用を円滑にするた

め 

（２）契約者は、個人情報の提供にあたり、事前に対象となる個人情報の本人の同意を得

るものとし、本サービスの利用に際しては、かかる個人の同意が得られていることを表明

し、保証します。 

（３）当金庫は、提供のあった個人情報については、本人の同意を得た上で当金庫に提供

されたものとして取り扱います。 

 

第５条（情報利用） 

当金庫は、契約者が本サービスの利用申込みまたは利用のために当金庫に対し届け出た情

報および契約者が画面上で入力した情報（前条の個人情報を含みます。）ならびに契約者

が本サービスを利用することにより生じた閲覧情報およびクッキー情報を、以下の目的の

ために利用できるものとします。 

①契約者のサービス利用状況を踏まえた本サービスの改善のため 

②契約者の本サービス上での行動データを踏まえた当金庫または当金庫グループ会社の営
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業活動への活用のため 

③本サービス以外の当金庫金融商品またはサービスの申込みおよび利用を円滑にするため 

④前各号の目的で第三者に提供するため。ただし、個人関連情報（個人情報の保護に関す

る法律（平成15年5月30日法律第57号）第2条第7項）については、提供先の第三者は他の

情報とあわせて個人を特定することはしないものとします。 

 

第６条（本サービスの利用環境等） 

（１）サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、下記の利用環境を備えた端末また

は当金庫所定の方法を用いて行うものとします。 

【デスクトップおよびラップトップ】 

プラットフォーム（OS） アプリケーション 

Windows10,11 Microsoft Edge 
（Chromium版、最新の安定ブラウザバージョン） 

Windows10,11 Chrome（最新の安定ブラウザバージョン） 

【モバイルデバイス】 

プラットフォーム（OS） アプリケーション 

Android Chrome（最新の安定ブラウザバージョン） 

iOS Safari（最新の安定ブラウザバージョン） 

（２）サービス利用者が使用する端末、ソフトウェア等によっては、本サービスを利用す

ることができない場合があります。契約者は、本サービスを利用するにあたり必要となる

端末およびソフトウェア等に関して、自らの責任において、準備、管理等を行うととも

に、付帯する一切の費用を負担するものとし、当金庫はこれらについて、当金庫の責めに

帰することができる事由がある場合を除き一切の責任を負いません。 

（３）本サービスの利用可能時間は、当金庫所定の利用可能時間とします。ただし、当金

庫は、この利用可能時間を、契約者およびサービス利用者に事前に通知することなく変更

する場合があります。 

（４）回線障害､回線工事､システムの維持､安全性の維持､その他必要な事由がある場合

は､利用可能時間内であっても契約者およびサービス利用者に予告することなく､当金庫は

本サービスの全部または一部を一時停止または中止することがあります。 

（５）日本国外から本サービスを利用する場合は、サービス利用者は、当該外国の法令、

制度、通信事情等についてサービス利用者自身の責任と判断で事前に確認するものとしま

す。また、当該外国各国の法令、制度、通信事情その他の事由によりサービス利用者が本

サービスを利用したこと、または本サービスの全部もしくは一部を利用できなかったこと

に伴い、契約者またはサービス利用者に何らかの損害が発生した場合であっても、当金庫

の責めに帰することができる事由がある場合を除き当金庫は一切の責任を負わないことを



8 

 

理解し、承諾するものとします。 

（６）各国の法令その他の変更により、本サービスが特定の地域で利用できなくなった場

合には、当金庫からの通知により本サービスの一時利用中止、または解約を行うことがで

きます。 

 

第７条（パスワード等の管理） 

（１）契約者は、本サービスの利用に当たり、本サービスのログイン時にご本人であるこ

とを確認するためのパスワード（以下「ログインパスワード」といいます。）および、一

部手続の実施時に追加で必要となるパスワード（以下「追加パスワード」といいます。）

を当金庫所定の方法により届け出るものとします。 

（２）ログインパスワード、追加パスワード（以下「パスワード等」といいます。）につ

いては、それぞれ異なるパスワードを設定した上で、契約者自身の責任において厳重に管

理するものとします。契約者は、パスワード等をサービス利用者以外の者には一切開示し

ないものとし、またサービス利用者が自身のパスワード等を他人に開示することがないよ

う管理しまたは管理させるものとします。 

（３）パスワード等を失念した場合、または盗用その他不正使用のおそれがある場合は、

サービス利用者は、パスワード等の変更手続を行う等当金庫所定の手続を直ちにとるもの

とします。また本項に該当するサービス利用者の内、シングルサインオン機能の利用が可

能なサービス利用者および株式会社商工中金経済研究所（以下「商工研」といいます。）

の会員であるサービス利用者については、商工中金電子契約サービスおよび商工研の会員

サービスについても、パスワード等の変更手続を行う等当金庫所定の手続を直ちにとるも

のとします。 

（４）当金庫において不正または不適切な使用のおそれがあると認める場合は、当金庫は

契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を停止することがあります。利用を

停止された者が利用を再開するためには、当金庫所定の手続をとるものとします。 

（５）サービス利用者がパスワード等を変更する場合は、当金庫所定の手続により届け出

るものとします。 

 

第８条（本人の意思による手続） 

（１）本サービスの利用にあたっては、端末からユーザID、ログインパスワード、必要な

場合は追加パスワードを正確に入力するものとします。端末から通知されたユーザID、ロ

グインパスワード、必要な場合は追加パスワードと、当金庫に登録されているユーザID、

ログインパスワード、必要な場合は追加パスワードが一致した場合、当該端末による本サ

ービスの利用は、第三者による場合であっても契約者による前条第３項の手続完了前の場

合には、契約者の意思によるものとみなします。 

（２）本サービスによる取引の依頼その他本サービスにかかるウェブサイト上の意思確認
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は、前項に記載した本人確認が終了後、サービス利用者が取引に必要な所定事項を、画面

上での確認ボタン等のクリック等当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達するこ

とで行うものとします。 

（３）法人が契約者の場合におけるサービス利用者による本サービスの利用は、契約者で

ある法人の意思によるものとみなします。 

（４）当金庫が本サービスにかかる各種サービスの利用の依頼を受付するにあたっては、

サービス利用者に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、画面上の確認

ボタンのクリック等当金庫の指定する方法で了承する旨を当金庫に回答するものとしま

す。この回答を当金庫が受信した時点で依頼内容が確定したものとし、各サービスの手続

を行います。当金庫がこの回答を受信しなかった場合は、再度依頼の手続を取るものとし

ます。 

（５）サービス利用者は、前項に定める本サービスにかかる各種サービスにおいて、実施

結果および依頼内容の確認の通知内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信でき

なかった場合は、当金庫まで速やかに照会するものとします。この照会がなかったことに

よって生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。 

 

第９条（本サービス内容の確認等） 

（１）本サービスで提供される各種サービスについて、サービス利用者はウェブサイト上

のお知らせ欄への通知や電子メールおよび各サービスにかかる詳細画面上の情報等により、

当該サービスの受付状況および利用内容を確認するものとします。なお、本サービスによ

り依頼した各種サービスについて、当金庫はその実施後に当該サービスの明細を記載した

書面の交付は行いません。 

（２）本サービスで提供される各種サービスの内容について疑義が生じた場合には、本サ

ービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。 

 

第１０条（セキュリティ対策） 

契約者は、サービス利用者に利用する端末へのセキュリティソフトの導入等のセキュリテ

ィ対策、不正利用防止対策等の措置を実施した上で本サービスを利用させることとしま

す。 

 

第１１条（届出事項の変更等） 

（１）契約者は、契約者およびサービス利用者の氏名、商号、住所、電話番号、メールア

ドレスその他の届出事項を変更する場合および届出の印章を紛失した場合は、直ちに当金

庫所定の方法により当金庫に届け出るものとします。 

（２）契約者は、以下の事由が生じた場合には直ちに当金庫に届け出るものとします。 

①契約者またはサービス利用者に相続の開始があった場合（契約者が個人の場合におい
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て、契約者について相続の開始があった場合には、当該契約者の地位を承継した者が届け

出るものとします。） 

②契約者またはサービス利用者が破産手続開始の決定を受けた場合 

③契約者またはサービス利用者が後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けた場合 

④前各号に定めるほか、サービス利用者としての権限を喪失した場合 

（３）契約者は、サービス利用者を変更する場合、当金庫所定の手続によりその旨を当金

庫に届け出るものとします。 

（４）届出事項の変更は、当金庫所定の方法により届け出ない限り、その効力を生じない

ものとし、契約者が本条に定める届出を失念、懈怠したことにより契約者に生じた損害に

ついては、当金庫は一切の責任を負いません。 

 

第１２条（免責事項等） 

（１）次の各号の事由による本サービスの全部または一部の利用不能、取扱の遅延等によ

り契約者に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。 

①天災もしくは人災または裁判所もしくは行政等の公的機関による措置等のやむを得ない

事由があるとき。 

②当金庫が相当の安全管理措置を講じたにもかかわらず、通信機器およびコンピュータ等

に障害が生じたとき。 

③当金庫が相当の安全管理措置を講じたにもかかわらず、電源の供給停止、回線障害、電

話の不通、インターネットもしくはコンピュータ等の障害、回線の不通もしくは混雑、通

信経路における取引情報の漏えい、または通信業者のシステム障害等が生じたとき。 

④システムの点検・保守または技術上もしくは運用上の理由等により、緊急に本サービス

に関するシステムの停止を必要とするやむを得ない事情があるとき。 

⑤その他、当金庫の責めに帰することができない事由が生じたとき。 

（２）契約者の申請内容の誤りおよび契約者が速やかな届出事項の変更、解約等を怠った

ことにより契約者に生じた損害について、当金庫は一切の責任を負いません。 

（３）当金庫が、パスワード等の一致を確認し取扱いをした場合は、パスワード等につき

不正使用、盗用および通信電文改ざん、盗み見その他の事故があっても、そのために生じ

た損害については、当金庫の責めに帰することができる事由がある場合を除き当金庫は一

切の責任を負いません。また、当金庫は、サービス利用者が、パスワード等の入力を当金

庫所定の回数以上失敗した場合その他当金庫がパスワード等の不正利用のおそれがあると

判断した場合には、当該パスワード等の利用停止措置（以下「利用停止措置」といいま

す。）をとれるものとします。この場合、当該利用停止措置の解除を行わない限り、サー

ビス利用者は本サービスを利用できず、また、当金庫は当該利用停止措置に起因して契約

者に生じた損害について、当金庫の責めに帰することができる事由がある場合を除き、一

切の責任を負いません。 
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（４）契約者が提出した書面等に使用された印影を当金庫が届出の印鑑と相当の注意をも

って照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につ

き、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫

の責めに帰することができる事由がある場合を除き当金庫は一切の責任を負いません。 

（５）法令、規則、行政庁の命令、当局検査等により本サービスに関わる情報の開示が義

務付けられている場合、当金庫は契約者の承諾なくして、当該法令、規則、行政庁の命

令、当局検査等に定める手続に基づいて当該情報を開示することがあります。情報を開示

したことにより生じた損害について、当金庫の責めに帰することができる事由がある場合

を除き当金庫は一切の責任を負いません。 

（６）契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、イン

ターネット等の通信経路の特性および任意の二要素認証の提供等、本サービスにおいて当

金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。 

（７）前各項に定めるもののほか、本サービスを利用したことによる損害は、当金庫の責

めに帰することができる事由がある場合を除き契約者が一切の責任を負うものとします。 

 

第１３条（解約等） 

（１）本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができま

す。当金庫に対する解約の通知および手続は当金庫所定の方法によるものとします。な

お、当金庫は解約に際し、本サービスを利用して実施した取引等にかかる電磁的記録また

は書面を交付しないものとします。また解約の通知時点で処理が完了していない本サービ

スの利用による取引等について、当金庫はその処理を完了する義務を負いません。 

（２）前項の解約の効力は、当金庫所定の方法により当金庫が解約手続を完了したときに

生じるものとします。なお、前項の通知後、解約手続完了までに生じた損害については、

当金庫の責めに帰することができる事由がある場合を除き当金庫は一切の責任を負いませ

ん。 

（３）契約者またはサービス利用者に以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当金

庫はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停

止することができるものとします。 

①支払の停止または破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続開始もしくは特別清算手

続開始の申立てがあった場合 

②契約者の財産について、仮差押、保全差押、差押または競売手続開始の申立てがあった

場合 

③手形交換所の取引停止処分を受けた場合 

④前三号のほか、契約者の信用情報に重大な変化が生じたと当金庫が判断した場合 

⑤解散その他営業活動を休止した場合 

⑥本規定に定める届出の内容に虚偽の内容があることが判明した場合 
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⑦契約者またはサービス利用者が不正な取引を行ったと当金庫が判断した場合 

⑧契約者もしくはサービス利用者が法律、命令、処分、規制その他公序良俗に違反する行

為に該当する行為を行った場合、または、該当するおそれがあると当金庫が判断した場合 

⑨本規定、約定書その他契約者が当金庫との間で締結している約定、契約その他の合意に

違反した場合等、当金庫が解約を必要と判断する事由が生じた場合 

⑩契約者が個人の場合において契約者について相続の開始があった場合 

⑪当金庫の事前の承諾なく、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または合併、会社分

割、その他重要な組織再編の決定をした場合 

⑫当金庫所定の期間にわたり本サービスの利用がない場合 

⑬前各号に定めるほか、当金庫が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生

じた場合 

（４）契約者またはサービス利用者に前項各号の事由がひとつでも生じたときには、当金

庫はいつでも本サービスの利用契約を解約することができるものとします。この場合、契

約者への通知の到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を契約者が予め届け出た

住所へ発信したときに、本サービスの利用契約は解約されたものとします。本項により本

サービスの利用契約が解約された場合においても、第１項の規定が適用されるものとしま

す。 

（５）本条の規定に基づき本サービス利用が停止された場合または本サービスの利用契約

が解約された場合、これにより生じた損害について、当金庫の責めに帰することができる

事由がある場合を除き当金庫は一切の責任を負いません。 

 

第１４条（届出連絡先への通知） 

（１）当金庫は契約者またはサービス利用者に対し、利用内容等について通知、照会、確

認を行うことがあります。その場合、契約者が当金庫に届け出た住所、電話番号、メール

アドレス等を連絡先として行うほか、本サービスにより提供されるウェブサイト上のお知

らせ欄への記載により行うことができるものとします。 

（２）当金庫が前項に基づく通知、照会または確認を発信または発送した場合には、これ

らが延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなしま

す。 

（３）契約者が当金庫からウェブサイト上のお知らせ欄への通知または電子メールを受信

した場合、当金庫は契約者が当該通知または電子メールを確認し、内容を了解したとみな

すことができるものとします。 

（４）前項の通知または電子メールによる通信の内容を第三者が知得したことにより契約

者に生じた損害については、当金庫の責めに帰することができる事由がある場合を除き当

金庫は一切の責任を負いません。 

（５）当金庫は当金庫および関連会社の商品案内等の情報提供をウェブサイト上のお知ら
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せ欄への通知または電子メールにより行うことができるものとします。 

 

第１５条（反社会的勢力の排除） 

（１）契約者およびサービス利用者は、自らまたはその役員が、現在、暴力団、暴力団

員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企

業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる

者(以下これらを「暴力団員等」といいます。）に該当しないこと、および次の各号のいず

れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 

①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 

②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 

③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を

もってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 

④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認め

られる関係を有すること。 

⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係

を有すること。 

（２）契約者およびサービス利用者は、自らまたはその役員が、自らまたは第三者を利用

して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 

①暴力的な要求行為 

②法的な責任を超えた不当な要求行為 

③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の

業務を妨害する行為 

⑤その他前各号に準ずる行為 

（３）契約者またはサービス利用者が、暴力団員等もしくは本条第１項各号のいずれかに

該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または本条第１項の規定に基

づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、契約者またはサービス利用者が

本サービスの利用を継続することが不適切である場合には、契約者またはサービス利用者

は当金庫からの通知によって、本サービスの利用契約が直ちに解約されるものとします。

なお、契約者またはサービス利用者が本サービスの利用にあたり届け出た内容に限らず、

当金庫への一切の届出事項の変更の届出を怠る、あるいは契約者またはサービス利用者が

当金庫からの通知を受領しない等契約者またはサービス利用者の責めに帰することができ

る事由により通知が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に本サービス

の利用契約が解約されるものとします。 

（４）前項の定めにより当金庫が契約を解約した場合、契約者またはサービス利用者は当

金庫が受けた損害の一切について賠償の責めを負うものとします。 
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（５）当金庫が第３項の規定により本サービスの利用契約を解約したことにより契約者ま

たはサービス利用者に損害が生じても、当金庫はその賠償の責めを負わないものとしま

す。 

 

第１６条（本サービスの変更、廃止） 

当金庫は、本規定で定める場合のほか、当金庫の都合等により本サービスの内容の変更ま

たは本サービスを廃止することがあります。この場合、契約者は、当金庫に対し一切の異

議を述べないものとします。また本サービスの内容の変更または廃止により損害が生じた

場合にも、当金庫の責めに帰することができる事由がある場合を除き当金庫は一切の責任

を負いません。 

 

第１７条（本サービスの停止） 

（１）当金庫は、以下の各号のいずれかにより本サービスの一部または全部を停止するこ

とがあります。 

①定期的な保守のために必要な停止期間を事前に明確に定めて契約者に通知またはウェブ

サイトで公表すること。 

②前号以外に緊急のセキュリティ対策のために必要な臨時の停止期間を定めて契約者に通

知またはウェブサイトで公表すること。 

（２）当金庫は、前項第２号により本サービスの一部または全部を停止しようとするにあ

たり、緊急のセキュリティ対策を行う場合でやむを得ない事由があるときは、事後速やか

に契約者に通知またはウェブサイトで公表を行うことができます。 

 

第１８条（規定の準用） 

本規定に定めのない事項については、当金庫所定の約定書、対象取引における定め、その

他当金庫所定の各関連規定により取り扱うものとします。 

 

第１９条（規定の変更） 

（１）当金庫は、民法第548条の4の規定に基づき、本規定を変更できるものとします。 

（２）当金庫は、前項の定めにより本規定を変更する場合、その効力発生日を定め、効力

発生日までに、当金庫ウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により、本規定を変更す

る旨、変更後の本規定の内容および効力発生日を周知するものとします。 

（３）本規定が当金庫の店頭配備の申込帳票その他の書面に印字されており、その内容が

当金庫ウェブサイトに掲載された本規定と相違するときは、当金庫ウェブサイトに掲載さ

れた本規定によるものとします。 
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第２０条（権利、義務の譲渡、質入れの禁止） 

契約者は、本サービスの提供を受ける地位ならびに本規定に関連して発生する権利および

義務の全部または一部を他人に譲渡、承継、質入れその他一切の処分をしてはならないも

のとします。 

 

第２１条（有効期間） 

本規定の有効期間は本サービスの利用申込日から1年間とし、契約者もしくはサービス利

用者または当金庫から特に申出のない限り、期間満了の翌日から1年間継続されるものと

し、以降も同様とします。 

 

第２２条（契約期間） 

本サービスの契約の当初契約期間は利用申込日から1年間とし、契約期間満了までに契約

者もしくはサービス利用者または当金庫から解約の申出をしない限り、期間満了後の翌日

から1年間継続されるものとし、以後も同様とします。 

 

第２３条（準拠法と管轄） 

本規定および本規定に基づく取引は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとし

ます。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店または

取引店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第２４条（秘密保持） 

（１）契約者およびサービス利用者は、本規定に定める場合を除き、本サービスの利用に

より知り得た当金庫の情報を第三者に漏えいしないものとします。 

（２）契約者およびサービス利用者が、当金庫より入手したソフトウェア等を第三者に譲

渡、ライセンス、貸与その他の方法により使用させることまたは開示・提供すること、お

よび複製・改変することを禁止します。 

 

第２５条（取引情報照会・電子交付サービス） 

（１）取引情報照会・電子交付サービスとは、サービス利用者が当金庫所定の貸付口座

（以下、個別にまたは総称して「対象口座」といいます。）および関連する取引のデータ

を、サービス利用者のコンピュータ等の端末から本サービスを介して照会できるサービス

です。なお、取引情報照会・電子交付サービスの内容は、契約者に事前に通知することな

く変更される場合があります。 

（２）取引情報照会・電子交付サービスの対象口座は、契約者名義の口座のうち、当金庫

が定めたものとします。 

（３）取引情報照会・電子交付サービスにより電子交付する書類は、当金庫所定の書類と
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します。 

（４）前項に定める対象書類の電子交付を新たに追加する場合または電子交付を終了する

場合、当金庫はウェブサイト上での掲載等の相当な方法で契約者およびサービス利用者に

公表するものとし、法令等上契約者から承諾を得る必要がある場合には、法令等に従い契

約者から承諾を取得するものとします。 

（５）取引情報照会・電子交付サービスは、当金庫の電子計算機に備えられた契約者ファ

イルに記録された記載事項または閲覧ファイル（当金庫の電子計算機に備えられたファイ

ルであって、同時に複数の契約者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをい

います。）に記録された記載事項を、電気通信回線を通じ本サービス画面で閲覧すること

により行います。 

（６）前項のサービス提供はPDFファイルにより行います。サービス利用者は用意した

PDFファイル閲覧ソフトウェアを使用して閲覧するものとします。 

（７）電子交付された対象書類は、当該記載事項が閲覧可能となった日から、対象書類ご

とに定めたウェブサイト上に掲示する期間閲覧することができます。 

（８）前項に関わらず、以下のいずれかに該当する場合は、当金庫は当該対象書類を消去

することができるものとします。 

①当金庫が当該対象書類を印刷した紙媒体により交付する場合 

②当該対象書類について契約者から消去に対する承諾があった場合 

③第３９条第４項の利用停止条件のいずれかに該当する場合または電子書面の正確性を確

保する場合等、当金庫がやむを得ないものと判断する場合 

（９）次に掲げる事項により生じた損害については、当金庫はその責任を負いません。 

①当金庫が第３項に掲げる対象書類の種類によって、取引情報照会・電子交付サービスの

対象としない場合 

②前項に定める対象文書の消去 

 

第２６条（書類提出） 

（１）書類提出とは、サービス利用者が、本サービス上で当金庫あてに融資関連の書類や

電子手続に対応している書類を、サービス利用者の端末から本サービスを介して提出でき

るサービスです。 

（２）書類提出は下記のとおり利用するものとします。 

①本サービスのトップページより書類提出パネルを押下し、書類のご提出タブから提出す

る書類をアップロードして提出するものとします。 

②提出後、当金庫がこれを受け付けて当金庫所定の方法により処理することにより、当該

書類にかかる手続が完了します。 

③提出された書類に不備がある場合や、個別に確認事項がある場合には、届出の連絡先に

連絡する場合があります。サービス利用者は、必要に応じて書類の再提出等を行うものと
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します。 

④手続状況は、本サービスのトップページより各種お手続パネルを押下し、ご提出済書類

タブから確認できます。 

⑤書類の提出後は、提出の取消しはできません。 

⑥書類の提出後、事務処理の完了を待たず本サービスを解約した場合、事務処理は継続さ

れます。ただし、不備があった場合、電子メールによる連絡ができないため事務処理が完

了しないことがあります。 

（３）書類提出で提出できる書類は、随時追加・変更・削除する場合があります。 

 

第２７条（各種お手続） 

（１）各種お手続とは、サービス利用者が、本サービス上で契約者の届出事項の変更申込

みおよび当金庫が規定する書式のダウンロードを、サービス利用者の端末から本サービス

を介して実行できるサービスです。ただし、サービス利用者の端末から本サービスを介し

て変更の申込みや書式のダウンロードを行ったのみでは届出事項の変更および当該書式に

よる手続は完了せず、かかる申込みの後に、契約者またはサービス利用者において必要書

類につき印刷・押印等の上で郵送いただき、当金庫がかかる郵送を受け付けて当金庫所定

の方法で処理することにより完了します。 

（２）各種お手続の届出事項変更の対象口座は、契約者が事前に届け出た契約者名義の口

座を持つ支店と、その他当金庫所定の条件を満たした支店の口座とします。 

（３）各種お手続で変更の申込みができる届出事項は、契約者の「住所」「名称・組織」

「届出印」「電話番号」「代表者」です。その他の届出事項の変更を希望する場合、店頭

での手続が必要です。 

（４）届出事項の変更申込みは下記のとおり利用するものとします。 

①本サービスのトップページより各種お手続パネルを押下し、届出事項の変更タブから変

更する届出事項の内容を入力するものとします。 

②入力後、当金庫から郵送する書類に必要事項を記入・届出印を押印の上で、所定の書類

を添えて送付状記載の宛先に返送するものとします。当金庫がかかる郵送を受け付けて当

金庫所定の方法により処理することにより、届出事項の変更が完了します。 

③郵送された書類に不備がある場合や、個別に確認事項がある場合には、申込時に指定し

た連絡先に連絡する場合があります。 

④必要書類は必ず所定の宛先に郵送するものとします。また、他サービスの書類送付はで

きません。万が一、これらの書類が郵送された場合は、契約者またはサービス利用者宛に

返却することがあります。 

⑤手続状況は、本サービスのトップページより各種お手続パネルを押下し、ご提出済み書

類タブから確認できます。 

⑥届出内容や変更内容の字体や文字数によって、正しく表示できない場合がありますが手
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続は可能です。 

⑦当金庫との取引内容によっては、法人番号確認資料が必要になります。また、別途郵送

での書類の提出や店頭での手続が必要となる場合があります。 

⑧書類到着後、約5営業日で対象口座の届出事項の変更の手続は完了します。手続が完了

するまで、新たな申込みはできません。 

⑨書類の郵送後は、届出事項変更の申込みの取消しはできません。 

⑩書類の郵送後、事務処理の完了を待たず本サービスを解約した場合、事務処理は継続さ

れます。ただし、不備があった場合、メール連絡ができないため届出内容の変更が反映さ

れないことがあります。 

（５）書式のダウンロードは下記のとおり利用するものとします。 

①本サービスのトップページより各種お手続パネルを押下し、書類様式ダウンロードタブ

から必要書類をダウンロードするものとします。 

②書類をダウンロード後、印刷し、必要事項を記入・届出印を押印の上で、取引店等書類

ごと所定の宛先に郵送するものとします。当金庫がかかる郵送を受け付けて当金庫所定の

方法により処理することにより、当該書類にかかる手続が完了します。 

 

第２８条（電子契約） 

（１）電子契約とは、サービス利用者が、当金庫が提供する商工中金電子契約サービス

（以下「対象サービス」といいます。）と、本サービス間にて、シングルサインオン機能

を利用できるサービスです。 

（２）電子契約の利用にあたっては、対象サービスでの利用登録手続が完了し、ログイン

可能な状態となっていることが必要となります。また、対象サービスを利用するためには、

契約者またはサービス利用者の本人確認情報を含む所定の情報を当金庫に提供し、提供さ

れた当該情報が当金庫側の所定の情報と一致している必要があります。 

（３）前項にて当金庫に提供された所定の情報が、対象サービス内での所定の情報と一致

しない場合や、対象サービス側の利用状況によっては、電子契約の利用ができず、対象サ

ービス側における通常のログイン手続等が必要となる場合があります。 

（４）前項にて当金庫に提供された所定の情報が、対象サービス内での所定の情報と一致

し、電子契約の利用が可能な場合に、当該サービスの利用を行わず、対象サービス側にお

ける通常のログイン手続を選択することはできません。 

 

第２９条（Zaimon（税務申告データによる決算書受付）） 

（１）Zaimon（税務申告データによる決算書受付）とは、サービス利用者が、本サービス

上で e-Tax（国税庁「国税電子申告・納税システム」）にて電子申告した税務申告データを、

インターネットを介して当金庫に提出するためのサービス（以下「Zaimon」といいます。）

であり、株式会社 NTT データ（以下「NTT データ」といいます。）が当金庫に提供する
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Zaimon e-Tax データ受付サービス（以下「外部連携サービス」といいます。）を利用する

ものです。 

（２）Zaimon の利用にあたっては、本サービスおよび外部連携サービスでの利用登録手

続が完了し、ログイン可能な状態となっていることが必要となります。また、Zaimon を

利用するためには、契約者またはサービス利用者の e-Tax 利用者識別番号を含む所定の情

報を当金庫に提供し、提供された当該情報が外部連携サービスの登録情報と一致している

必要があります。 

（３）前項にて当金庫に提供された所定の情報が、外部連携サービス内での所定の情報と

一致しない場合や利用状況によっては、Zaimon の利用ができず、Zaimon 側における初期

登録手続等が必要となる場合があります。 

（４）契約者またはサービス利用者は、Zaimon の利用にあたり、NTT データが当金庫に

提供する外部連携サービスを利用するものとし、Zaimon の利用にあたり、次の各事項を

承諾するものとします。 

①外部連携サービスを構成している各種サーバシステムの運用、保守等のセンター業務を

NTT データに委託すること。 

②e-Tax 利用者識別番号、および当金庫が契約者またはサービス利用者を識別するための

番号等の情報が NTT データに提供されること。 

③Zaimon の画面に入力される情報、Zaimon により当金庫に提出する e-Tax データを NTT

データが取り扱うこと。 

④e-Tax（国税庁「国税電子申告・納税システム」）へのログインの手順が Zaimon を介し

て外部連携サービスにより行われること。 

⑤NTT データが外部連携サービスの提供にあたりその業務を第三者に委託することがある

こと、また、その業務遂行に必要な範囲で当該第三者に契約者またはサービス利用者の情

報が提供されること。 

⑥Zaimon の入口となる本サービスに登録済のデータで、Zaimon 経由で送信する e-Tax

（国税庁「国税電子申告・納税システム」）データと契約者またはサービス利用者を関連

付けるための情報(ログイン ID、企業住所、電話番号等)を NTT データに提供すること。 

（５）契約者またはサービス利用者は、Zaimon の利用にあたり、税理士に e-Tax（国税庁

「国税電子申告・納税システム」）データの代理送信を依頼することができます。契約者

またはサービス利用者の税務申告を e-Tax（国税庁「国税電子申告・納税システム」）に代

理申告した顧問税理士は、代理申告した e-Tax（国税庁「国税電子申告・納税システム」）

データに限り、契約者またはサービス利用者に代わり当金庫に送信できます。代理送信は、

契約者またはサービス利用者の Zaimon の利用申込が完了していることが前提となります。

顧問税理士は、NTT データが提供する外部連携サービスの税理士専用ホームページにアク

セスし、初期登録を完了すれば代理送信できます。契約者またはサービス利用者が顧問税

理士に代理送信を委任したか否かにかかわらず、当該税理士は、契約者またはサービス利
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用者の e-Tax（国税庁「国税電子申告・納税システム」）データを当金庫に送信することが

できます。 

 

第３０条（各種ご相談・融資相談受付） 

（１）各種ご相談・融資相談受付とは、サービス利用者が、本サービス上で当金庫に対し、

経営課題に関する相談（以下、「その他のご相談」といいます。）や、金額・借入期間・返

済条件・必要事項等を入力し、適宜添付ファイル（融資関連の書類等）を付したうえで、

融資を申し込む（以下、「融資のご相談」といいます。）ことができるサービスです。また、

法務・税務・財務・労務・知的財産権等に関する疑問について、商工研を通じて専門家

（弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士等）へ相談（以下、「専門家へ

のご相談」といいます。）することもできます。 

（２）その他のご相談は、サービス利用者が、「専門家によるコンサルを受けたい」また

は「リースを活用したい」のニーズを選択する場合、「情報共有に関する承諾書」に同意

することで、相談が可能となります。 

（３）融資のご相談の利用にあたっては、申込みがなされた場合であっても、当金庫の判

断により申込みされた事項の全部または一部を承諾しないことがあります。この場合、サ

ービス利用者は当金庫の判断について何ら異議を述べないものとします。 

（４）専門家へのご相談の利用にあたっては、サービス利用者が法律・税務・労務のご相

談の利用にあたり、商工研が定める各種規約に反した場合、当金庫はサービス利用者に通

知することなく、法律・税務・労務のご相談の利用を停止することができるものとします。

また、それにより生じた損害については、当金庫はその責任を負いません。 

（５）各種ご相談・融資相談受付で相談できる内容は、随時追加・変更・削除する場合が

あります。 

 

第３１条（セミナー申込） 

（１）セミナー申込とは、サービス利用者が、本サービス上で当金庫や商工研等当金庫グ

ループが主催するセミナー情報を閲覧し、セミナーの参加を申込みできるサービスです。 

（２）セミナー申込に係る内容は、随時追加・変更・削除する場合があります。 

 

第３２条（ESG 診断） 

（１）ESG 診断とは、サービス利用者が、本サービス上で「ESG 診断ツール」を利用する

サービスです。 

（２）ESG 診断の利用にあたっては、本サービスの利用登録手続が完了し、ログイン可能

な状態となっていることが必要となります。 

（３）契約者またはサービス利用者は、ESG 診断の利用にあたり、次の各事項を承諾する

ものとします。 
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①ESG 診断ツールは、当金庫および株式会社船井総合研究所（以下「船井総研」といいま

す。）と共同で開発を行ったものであり、著作権その他知的財産権は船井総研に帰属しま

す。 

② 当金庫は、診断内容の高度化等サービスの改善・データ分析に活用するため、ESG 診断

の回答内容（アンケートシートを含みます。)および契約者またはサービス利用者に関する

情報（所在地（市町村まで)・業種・売上高・資本金・従業員数、契約者またはサービス利

用者が認める場合は会社名・住所・連絡先）を匿名化した上で、船井総研に提供します。 

③ ESG 診断の診断項目・診断レポートについて、当金庫および船井総研の明示的な許可な

しに複製し、譲渡し、改変しまたは公表してはなりません。また、いかなる目的でも診断

項目を利用し、または診断レポートを契約者またはサービス利用者が自社の経営を改善す

る目的以外で使用することはできません。 

④ESG 診断は、診断項目および診断結果の正確性、信頼性、網羅性、完全性を保証するも

のではなく、診断の結果に基づいて契約者またはサービス利用者が行ったいかなる意思決

定についても当金庫および船井総研は一切責任を負いません。 

⑤当金庫および船井総研は、ESG 診断の利用に基づき被ったいかなる損害についても一切

その責任を負いません。 

⑥ESG 診断の実施・回答の有無によって、当金庫との取引関係に影響はありません。 

 

第３３条（ＤＸ・ＩＴサーベイ） 

（１）ＤＸ・ＩＴサーベイとは、サービス利用者が、本サービス上で自社の経営診断を行

うためのツールです。 

（２）ＤＸ・ＩＴサーベイの利用にあたっては、本サービスの利用登録手続が完了し、ロ

グイン可能な状態となっていることが必要となります。 

（３）契約者およびサービス利用者は、ＤＸ・ＩＴサーベイの利用にあたり、次の各事項

を承諾するものとします。 

① ＤＸ・ＩＴサーベイの著作権その他知的財産権は当金庫に帰属します。 

② 本サービス実施後、当金庫グループ会社である商工中金情報システムに対してＤＸ・

ＩＴサーベイにおけるアンケートの回答結果（以下「本回答結果」といいます。）を

共有する場合があります。また、当金庫は、診断内容の高度化等サービスの改善・デ

ータ 分 析に 活用 す る ため 、 本 回答 結果 を 企 業名 に つい て匿 名化 した うえ で、

BIPROGY 株式会社と共有する場合があります。 

③ ＤＸ・ＩＴサーベイ実施後、サービス利用者が診断サービスを受けることを検討する

場合、当金庫が契約者またはサービス利用者を独立行政法人中小企業基盤整備機構が

実施する IT 経営サポートセンターに取り次ぐ場合または BIPROGY 株式会社、商工

中金情報システムを含むシステムベンダー等を紹介する場合等には、本回答結果を取

り次ぎまたは紹介する企業等へ共有する場合があります。 
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④ ＤＸ・ＩＴサーベイの診断項目・診断レポートについて、当金庫の明示的な許可なし

に複製し、譲渡し、改変しまたは公表することはできません。また、いかなる目的で

も診断項目を利用し、または診断レポートをお客さまの経営を改善する目的以外で使

用することはできません。 

⑤ 当金庫は、ＤＸ・ＩＴサーベイの診断項目および診断結果の正確性、信頼性、網羅性、

完全性を保証するものではなく、ＤＸ・ＩＴサーベイの結果に基づいて契約者および

サービス利用者が行ったいかなる意思決定についても当金庫は一切責任を負いません。

また、ＤＸ・ＩＴサーベイの利用に基づき契約者またはサービス利用者が被ったいか

なる損害についても一切その責任を負いません。 

⑥ ＤＸ・ＩＴサーベイにおいて提供するデータは当金庫が DX・IT サーベイ等を通じて

独自に収集したものです。データが存在しない項目等は代替の数値や仮の数値を示し

ている場合もあります 

⑦ ＤＸ・ＩＴサーベイの実施・回答の有無は、当金庫との取引関係に影響はしません。 

 

第３４条（財務診断） 

（１）財務診断とは、サービス利用者が、本サービス上で当金庫取引先データをもとに算

出した財務診断レポートが受けられるサービスです。出力結果については、何らの契約の

条件提示を行うものではなく、当金庫の企業審査判断等と必ずしも連動するものでもござ

いません。 

（２）財務診断に係る内容は、随時追加・変更・削除する場合があります。 

（３）サービス利用者が財務診断レポート表紙に記載の免責事項に反した場合、当金庫は

サービス利用者に通知することなく、財務診断の利用を停止することができるものとしま

す。また、それにより生じた損害については、当金庫はその責任を負いません。 

 

第３５条（お役立ち情報） 

（１）お役立ち情報とは、サービス利用者が、本サービス上で当金庫が提供する経営課題

解決に資する各種情報（書類、動画等）を閲覧できるサービスです。 

（２）当金庫は、本サービスに掲載している情報について、その内容の完全性・正確性・

有用性・安全性等についていかなる保証を行うものでもありません。また、当該情報を利

用したことによって生じたトラブルについて、当金庫は一切の責任を負いません。 

（３）本サービスに掲載された全ての内容（情報、商標、デザインなど）の著作権は当金

庫が保有もしくは管理しております。すべての内容は、著作権法により保護されておりま

すので、許可なく複製・販売、転載・再配布などの二次的利用は禁じます。 

（４）お役立ち情報に係る内容は、随時追加・変更・削除する場合があります。 
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第３６条（ビジネスマッチング） 

（１）ビジネスマッチングとは、サービス利用者が、本サービス上で自社の事業ニーズに

関する情報の登録や、当該ニーズに適すると考えられる企業とマッチングすることが可能

なサービスです。 

（２）サービス利用者は、「ビジネスマッチング業務のご案内・同意書」に同意すること

で、利用が可能となります。 

（３）ビジネスマッチングに係る内容は、随時追加・変更・削除する場合があります。 

（４）当金庫は、当金庫の判断において、登録内容の追加・変更・削除をする場合があり

ます。また、それにより生じた損害については、当金庫はその責任を負いません。 

 

第３７条（商工中金ビジネス Web） 

（１）商工中金ビジネス Web とは、NTT データが当金庫に提供するインターネットバン

キングサイト（商工中金ビジネス Web）へのリンクを提供するものです。サービス利用者

は、遷移先のサイトにて、当金庫に残高照会、入出金明細照会、振込入金明細照会、振

込・振替等の取引の依頼を行い、当金庫がその手続きを行うサービス、および、総合振込、

給与（賞与）振込、口座振替、Web 申込、でんさい、外国為替等の取引の各種データ受付

を行うサービスを利用できます。 

（２）商工中金ビジネス Web の利用にあたっては、本サービスおよび商工中金ビジネス

Web での利用登録手続きが完了し、ログイン可能な状態となっていることが必要となりま

す。 

（３）商工中金ビジネス Web の取扱いは本規定および商工中金ビジネス Web 利用規定に

よるものとします。本規定と商工中金ビジネス Web の利用規定との間で取扱いが異なる場

合、商工中金ビジネス Web に関しては商工中金ビジネス Web の利用規定が優先的に適用

されるものとします。 

 

第３８条（各種サービスの利用条件、免責事項） 
（１）当金庫は以下の条件のもとに、サービス利用者に対し第２５条から第３７条までに

規定するサービス（以下「各種サービス」といいます。）を提供するものとします。 

①サービス利用者が各種サービスを申し込んでおり、利用できる環境にあること。 

②サービス利用者は、各種サービスを閲覧するために必要な閲覧用ソフトウェアを用意し

ていること。 

③サービス利用者は、各種サービスを利用するために必要な OS 等をサービス利用者の端

末に用意していること。 

④用意している端末の画面横幅が PC の場合 1,280px 以上、スマートフォンの場合 375px

以上であること。条件を満たさない、画面サイズが小さい端末では、各種サービスを利用

できないことがあります。   
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（２）マスターユーザは一般ユーザが各種サービスを閲覧するために、一般ユーザごとに

権限を付与しなければならないものとします。 

（３）契約者またはサービス利用者は、各種サービスの利用にあたり、以下に定める行為

を行わないものとします。 

①各種サービスを第三者に利用させる行為 

②各種サービスに関する専用ページの複製、改編、公衆送信、解析その他本規定に定める

利用方法以外の行為 

③日本国内の法令、諸規則、本規定および公序良俗に反する行為 

④契約者以外の第三者の口座番号およびパスワードその他の情報を不正に取得もしくは利

用する行為、またはその他の不正アクセス行為 

⑤各種サービスの運営その他当金庫の営業を妨害する行為、当金庫の権利または財産（知

的財産権を含みます。以下同じ。）を侵害する行為、その他態様のいかんを問わず当金庫

に不当な不利益を与える行為 

⑥前各号のいずれかに該当する行為が行われている第三者のウェブサイトへ各種サービス

その他の本サービスのリンクを貼る行為 

⑦前各号の他、合理的な理由により当金庫が不適当と判断した行為 

（４）契約者またはサービス利用者について以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、

当金庫は契約者またはサービス利用者に通知することなく、各種サービスを利用停止する

ことができるものとします。 

①契約者またはサービス利用者が前項各号に違反した場合 

②契約者またはサービス利用者が第１項に定める提供条件のいずれかを満たさなかった場

合 

③契約者またはサービス利用者が第１９条に定める本規定の変更に反対の意思表示をした

場合 

④契約者またはサービス利用者が本規定に定める本サービスの解約条件に該当した場合 

⑤当金庫の判断により、すべての契約者に対し、各種サービスの提供を終了した場合 

（５）契約者またはサービス利用者が本サービスを解約した場合または当金庫所定の方法

により利用取止めの申出を行った場合、各種サービスの利用も終了します。 

（６）当金庫は、当金庫の判断において、１週間前までに予告することにより、すべての

契約者に対し、各種サービスの全部または一部の提供を終了することができます。

（７）第２５条から第３７条までに定めるほか、次に掲げる事項により生じた損害につい

ては、当金庫はその責任を負いません。 

①当金庫および当金庫が契約しているデータセンタ等がメンテナンスを行うために、各種

サービスが一時的に利用できない場合 

②第４項から前項までに定める各種サービスの全部または一部の利用停止または終了 

③第２５条から本条までに定める利用条件を満たさない場合 
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④当金庫および当金庫が契約しているデータセンタ等に重大な過失がある場合を除き、通

信回線、通信機器、コンピュータおよびプログラム等の障害、第三者による侵害および処

理件数の突発的増加等による取引情報照会・電子交付サービスの伝達遅延、不能等、また

は受領した情報の誤謬、欠陥、省略、停滞、中断 

⑤地震、火災、落雷、風水害その他の天災、戦争等、当金庫および当金庫が契約している

データセンタ等の不可抗力により生じた事由 

⑥当金庫が提供する Zaimon（税務申告データによる決算書受付）、商工中金ビジネス Web

等の外部サービスの利用に伴い発生した、遷移先サイトの障害・規約違反等に起因する損

害 

（８）契約者またはサービス利用者は、Zaimon（税務申告データによる決算書受付）、商

工中金ビジネス Web 等の外部サイトへの遷移先 URL が当金庫所定の正規ドメインである

ことを必ず確認するものとします。フィッシング等第三者による不正サイトにアクセスし

たことに起因する損害について、当金庫の責めに帰することができる事由がある場合を除

き当金庫は一切の責任を負いません。 

（９）本規定に定めのない事項については、Zaimon（税務申告データによる決算書受付）、

商工中金ビジネス Web 等の各種規定により取り扱います。これらの規定等をご希望の場合

は、Zaimon（税務申告データによる決算書受付）ホームページ、当金庫ホームページより

必要な利用規定をダウンロードしてください。これらの規定等と、本規定との間に齟齬が

ある場合、本サービスに関しては商工中金ビジネス Web に関する定めを除き、本規定が優

先的に適用されるものとします。 

 

 

以 上 


